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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　蓄電池の正極と負極にそれぞれ接続された一対の電圧検出線とそれぞれ接続された一対
の電圧測定線と、
　前記電圧測定線と並列に、前記一対の電圧検出線とそれぞれ接続された一対の調整線と
、
　前記一対の調整線の間に接続されたスイッチと、を備え、
　前記一対の調整線間の電圧に基づいて、前記電圧検出線の断線を診断することを特徴と
する電池監視装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の電池監視装置において、
　前記スイッチは所定のオン抵抗を有しており、
　前記スイッチが閉成状態であるときの前記一対の調整線間の電圧に基づいて、前記電圧
検出線の断線を診断することを特徴とする電池監視装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の電池監視装置において、
　前記スイッチを閉じて開いてから所定の待機時間を経過したときの前記一対の調整線間
の電圧に基づいて、前記電圧検出線の断線を診断することを特徴とする電池監視装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の電池監視装置において、
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　前記電圧測定線に接続された第一のノイズフィルタをさらに備えることを特徴とする電
池監視装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の電池監視装置において、
　前記調整線に接続された第二のノイズフィルタをさらに備え、
　前記第一のノイズフィルタの時定数は、前記第二のノイズフィルタの時定数よりも大き
いことを特徴とする電池監視装置。
【請求項６】
　請求項３乃至５のいずれか一項に記載の電池監視装置において、
　複数対の前記調整線および複数の前記スイッチを備え、
　前記複数対の調整線は、直列に接続された２つの前記蓄電池のうち上位の蓄電池の正極
に接続された第一の電圧検出線と接続された第一の調整線と、前記２つの蓄電池のうち下
位の蓄電池の正極および前記上位の蓄電池の負極に接続された第二の電圧検出線とそれぞ
れ接続された第二の調整線および第三の調整線と、前記下位の蓄電池の負極に接続された
第三の電圧検出線と接続された第四の調整線と、を含み、
　前記複数のスイッチは、前記第一の調整線と前記第二の調整線の間に接続された第一の
スイッチと、前記第三の調整線と前記第四の調整線の間に接続された第二のスイッチと、
を含み、
　前記第一のスイッチを閉じて開いてから前記待機時間を経過したときの前記第一の調整
線と前記第二の調整線の間の電圧と、前記第二のスイッチを閉じて開いてから前記待機時
間を経過したときの前記第三の調整線と前記第四の調整線の間の電圧とを合計した電圧和
を求め、
　前記上位の蓄電池の電圧と前記下位の蓄電池の電圧との合計値から前記電圧和を減算し
た値に基づいて、前記第二の電圧検出線の断線を診断することを特徴とする電池監視装置
。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか一項に記載の電池監視装置において、
　前記一対の電圧測定線間の電圧または前記一対の調整線間の電圧を所定のＡＤ変換範囲
内でアナログ値からデジタル値に変換するＡＤ変換器をさらに備え、
　前記ＡＤ変換器は、前記一対の電圧測定線間の電圧を変換する場合と、前記一対の調整
線間の電圧を変換する場合とで、前記ＡＤ変換範囲を変化させることを特徴とする電池監
視装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電池監視装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、取扱性の向上や構造の簡略化を目的として、二次電池を用いた電池セルを複数個
直列に接続して組電池とすることが行われている。このような組電池において、各電池セ
ルにリチウムイオン電池を使用する場合、各電池セルに電圧検出線を接続して電圧を測定
し、その測定結果に基づいて各電池セルの状態を検出することにより、組電池の管理を行
う方法が知られている。
【０００３】
　上記のような組電池の管理方法では、電圧検出線の断線等により電池セルと電圧測定回
路の間に接続不良が発生すると、電池セルの電圧を正確に測定できないため、組電池を正
しく管理できない。そこで、これを解決するための断線診断を行う装置として、下記特許
文献１のような蓄電池監視装置が知られている。この蓄電池監視装置では、電池セルの正
極と負極にそれぞれ接続された一対の電圧検出線に、電池セルの電圧を測定するための一
対の測定線と、電池セルを放電させて充電容量を調整するための一対の調整線とが、並列
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にそれぞれ接続されている。そして、この一対の調整線の間に設けられたスイッチを所定
の短絡時間だけ閉じて開いたときの一対の測定線間の電圧を測定することにより、電圧検
出線が断線しているか否かを判断している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－１５７３６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　一般的に、電池セルの電圧を測定するための測定線には、ノイズを除去するためのノイ
ズフィルタが接続されている。そのため、上記特許文献１に記載されているような断線診
断方法では、電圧検出線が断線しているときにスイッチを閉じて一対の調整線の間を短絡
しても、一対の測定線間の電圧が断線ありと判断される電圧まで低下するのに、ノイズフ
ィルタの時定数に応じた放電時間を要する。したがって、電圧検出線の断線診断を行うの
に必要なスイッチの短絡時間が長くなり、その分だけ電力損失が増大するという問題があ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明による電池監視装置は、蓄電池の正極と負極にそれぞれ接続された一対の電圧検
出線とそれぞれ接続された一対の電圧測定線と、前記電圧測定線と並列に、前記一対の電
圧検出線とそれぞれ接続された一対の調整線と、前記一対の調整線の間に接続されたスイ
ッチと、を備え、前記一対の調整線間の電圧に基づいて、前記電圧検出線の断線を診断す
る。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、電圧検出線の断線診断を行うのに必要なスイッチの短絡時間を短縮し
、電力損失を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る電池監視装置の構成を示す図である。
【図２】ＡＤ変換器の入力レンジと電圧検出誤差の関係例を示す図である。
【図３】電圧検出線が正常である場合の各調整線の電位変動の様子を示す図である。
【図４】電圧検出線が断線した場合の各調整線の電位変動の様子を示す図である。
【図５】本発明の第２の実施形態に係る電池監視装置の構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
（第１の実施形態）
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る電池監視装置の構成を示す図である。図１に示
す電池監視装置１は、蓄電池であるｎ個のセルＢＣ１～ＢＣｎから構成される組電池２と
、電圧検出線Ｌ０～Ｌｎを介して接続されている。電池監視装置１は、組電池２の各セル
の正極と負極の間の電圧（セル電圧）を測定するためのセル電圧測定機能と、充電状態の
高いセルを放電して各セルの充電状態を均等化するバランシング機能とを有している。な
お、図１では、組電池２を構成するセルＢＣ１～ＢＣｎのうち、セルＢＣ１、ＢＣｎ－１
およびＢＣｎのみを図示し、セルＢＣ２～ＢＣｎ－２の図示を省略している。ここで、ｎ
は１以上の任意の自然数であり、各セルのセル電圧や、組電池２が電力を供給する負荷（
不図示）の動作電圧等に応じて決定される。
【００１０】
　セルＢＣ１の負極と正極には、セルＢＣ１に対応する一対の電圧検出線Ｌ０、Ｌ１がそ
れぞれ接続されている。同様に、セルＢＣｎ－１の負極と正極には、セルＢＣｎ－１に対
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応する一対の電圧検出線Ｌｎ－２（不図示）、Ｌｎ－１がそれぞれ接続されており、セル
ＢＣｎの負極と正極には、セルＢＣｎに対応する一対の電圧検出線Ｌｎ－１、Ｌｎがそれ
ぞれ接続されている。すなわち、組電池２の各セルの正極と負極は、各セルに対応して設
けられた一対の電圧検出線を介して電池監視装置１とそれぞれ接続されている。なお、電
圧検出線Ｌ０、Ｌｎを除いた電圧検出線Ｌ１～Ｌｎ－１は、セルＢＣ１～ＢＣｎ－１の正
極にそれぞれ接続されると共に、隣接するセルＢＣ２～ＢＣｎの負極にもそれぞれ接続さ
れており、これらの各隣接セルの間で共通に用いられる。
【００１１】
　電池監視装置１には、電圧検出線Ｌ０～Ｌｎにそれぞれ対応して、電圧測定線ＳＬ０～
ＳＬｎおよび調整線ＳＷ０～ＳＷｎが設けられている。各電圧測定線ＳＬｎ～ＳＬｎと、
各調整線ＳＷ０～ＳＷｎとは、互いに並列に、各電圧検出線Ｌ０～Ｌｎとそれぞれ接続さ
れている。なお、電圧検出線Ｌ０には、電圧測定線ＳＬ０および調整線ＳＷ０と並列に、
電位の基準となるグランド線ＧＮＤがさらに接続されている。
【００１２】
　電池監視装置１は、上記の電圧測定線ＳＬ０～ＳＬｎおよび調整線ＳＷ０～ＳＷｎに加
えて、セルコントローラ１０、マイコン２０、バランシング抵抗回路３０および電圧測定
用ノイズフィルタ回路４０をさらに備えている。
【００１３】
　セルコントローラ１０は、前述のセル電圧測定機能およびバランシング機能や、各種診
断を実現するための電圧測定を行う回路であり、ＩＣ（集積回路）等を用いて構成されて
いる。セルコントローラ１０は、電圧測定端子Ｔａを介して電圧測定線ＳＬ０～ＳＬｎに
接続されており、バランシング端子Ｔｂを介して調整線ＳＷ０～ＳＷｎに接続されており
、グランド端子Ｔｇを介してグランド線ＧＮＤに接続されている。セルコントローラ１０
において、各バランシング端子Ｔｂの間には、各セルの放電を制御するためのバランシン
グスイッチＢＳＷ１～ＢＳＷｎが配置されている。
【００１４】
　なお、図１では、一つのセルコントローラ１０のみを図示しているが、電池監視装置１
にセルコントローラ１０を複数個配置してもよい。その場合、各セルコントローラ１０と
マイコン２０の間の通信は、それぞれ個別で行ってもよいし、デイジーチェーン方式で行
ってもよい。たとえば、組電池２のセルを所定個数ごとにグループ化することで、組電池
２内に複数のセルグループを設けるようにし、この各セルグループに対してセルコントロ
ーラ１０を配置することができる。
【００１５】
　セルコントローラ１０は、第一選択回路１１、第二選択回路１２、第三選択回路１３、
差動増幅器１４、ＡＤ変換器１５および送受信回路１６を有する。
【００１６】
　第一選択回路１１は、セル電圧の測定対象とするセルに対して、当該セルに対応する互
いに隣接し合う二つの電圧測定端子Ｔａを選択する。これにより、電圧検出線Ｌ０～Ｌｎ
を介してセルＢＣ１～ＢＣｎの正極と負極にそれぞれ接続されている電圧測定線ＳＬ０～
ＳＬｎの中から、当該セルの正極と負極にそれぞれ接続されている一対の電圧測定線を選
択する。そして、選択した二つの電圧測定端子Ｔａの電位、すなわち選択した一対の電圧
測定線の電位を、第三選択回路１３に出力する。
【００１７】
　第二選択回路１２は、互いに隣接し合う二つのバランシング端子Ｔｂを選択する。これ
により、電圧検出線Ｌ０～Ｌｎに接続されている調整線ＳＷ０～ＳＷｎの中から、断線診
断の対象とする一対の電圧検出線にそれぞれ接続されている一対の調整線を選択する。そ
して、選択した二つのバランシング端子Ｔｂの電位、すなわち選択した一対の調整線の電
位を、第三選択回路１３に出力する。
【００１８】
　第三選択回路１３は、第一選択回路１１または第二選択回路１２のいずれか一方を選択
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し、選択した方の回路において選択されている一対の電圧測定線または調整線の間の電圧
を差動増幅器１４に出力する。すなわち、第一選択回路１１を選択した場合、第三選択回
路１３は、第一選択回路１１において選択されている一対の電圧測定線間の電圧を、測定
対象のセル電圧に応じた電圧信号として差動増幅器１４に出力する。一方、第二選択回路
１２を選択した場合、第三選択回路１３は、第二選択回路１２において選択されている一
対の調整線間の電圧を、電圧検出線の断線診断用の電圧信号として差動増幅器１４に出力
する。
【００１９】
　差動増幅器１４は、第三選択回路１３から出力された電圧信号を所定の増幅率で増幅す
ることにより、第三選択回路１３からの電圧信号をＡＤ変換器１５の入力レンジ内の電圧
信号に変換する電圧変換を行い、ＡＤ変換器１５に出力する。
【００２０】
　ＡＤ変換器１５は、第三選択回路１３から出力されて差動増幅器１４で電圧変換された
電圧信号を、所定のＡＤ変換範囲内でアナログ値からデジタル値に変換するための回路で
ある。すなわち、ＡＤ変換器１５は、第一選択回路１１において選択されている一対の電
圧測定線間の電圧、または第二選択回路１２において選択されている一対の調整線間の電
圧を、所定のＡＤ変換範囲内でアナログ値からデジタル値に変換する。これにより、セル
コントローラ１０において、一対の電圧測定線間の電圧または一対の調整線間の電圧が測
定される。
【００２１】
　送受信回路１６は、マイコン２０との間で通信を行い、各種の情報を送受信する。たと
えば、送受信回路１６は、セルコントローラ１０の動作内容を示す情報をマイコン２０か
ら受信する。これにより、セルコントローラ１０は、マイコン２０からの指示を受けるこ
とができる。また、送受信回路１６は、セルコントローラ１０において測定された一対の
電圧測定線間の電圧または一対の調整線間の電圧をマイコン２０に送信する。これにより
、セルコントローラ１０は、セル電圧または断線診断用電圧の測定結果をマイコン２０に
出力することができる。
【００２２】
　マイコン２０は、セルコントローラ１０との間で通信を行い、セルコントローラ１０の
動作を制御する。マイコン２０によるセルコントローラ１０の制御内容は、上位コントロ
ーラ（不図示）等により決定される。
【００２３】
　バランシング抵抗回路３０は、バランシング機能を用いてセルＢ１～Ｂｎを放電させる
ときに調整線ＳＷ０～ＳＷｎに流れるバランシング電流を制限するための回路である。バ
ランシング抵抗回路３０は、調整線ＳＷ０～ＳＷｎにそれぞれ接続されたバランシング抵
抗ＲＢにより構成されている。
【００２４】
　電圧測定用ノイズフィルタ回路４０は、電圧測定機能により電圧測定線ＳＬ０～ＳＬｎ
を介して測定されるセルＢＣ１～ＢＣｎのセル電圧からノイズ成分を除去するための回路
である。電圧測定用ノイズフィルタ回路４０は、電圧測定線ＳＬ０～ＳＬｎにそれぞれ接
続された抵抗ＲＣと、電圧測定線ＳＬ０～ＳＬｎとグランド線ＧＮＤの間にそれぞれ接続
されたコンデンサＣＣとにより構成されている。なお、セルＢＣ１～ＢＣｎの電圧を精密
に測定できるように、電圧測定用ノイズフィルタ回路４０の時定数には、比較的大きな値
を設定することが好ましい。
【００２５】
　次に、電池監視装置１の断線診断方法について説明する。電池監視装置１は、セルコン
トローラ１０において、第二選択回路１２により選択された一対の調整線間の電圧を断線
診断用電圧として測定し、その測定結果をセルコントローラ１０からマイコン２０に出力
することで、電圧検出線の断線診断を行う。これにより、一対の電圧測定線間の電圧を断
線診断用電圧として用いた場合と比べて、断線診断時にバランシングスイッチＢＳＷ１～
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ＢＳＷｎをオンする時間を短縮し、電力損失を低減するようにしている。すなわち、一対
の電圧測定線間の電圧は、電圧測定用ノイズフィルタ回路４０を介して測定されるもので
あるため、バランシングスイッチのオンオフの切り替えに応じてこの電圧が変化するため
には、電圧測定用ノイズフィルタ回路４０の時定数に応じた分だけの変化時間を要する。
これに対して、一対の調整線間の電圧は、こうしたフィルタを介さずに測定されるもので
あるため、バランシングスイッチのオンオフの切り替えに応じて素早く変化する。したが
って、一対の調整線間の電圧を断線診断用電圧として用いることで、断線診断に要するバ
ランシングスイッチの短絡時間を低減することができる。
【００２６】
　具体的には、電池監視装置１は、二種類の診断方法のいずれかを用いて、電圧検出線の
断線診断を行うことができる。以下では、二種類の診断方法のうち一方を第一の断線診断
方法とし、もう一方を第二の断線診断方法として、それぞれ説明する。
【００２７】
　最初に第一の断線診断方法について説明する。第一の断線診断方法では、バランシング
スイッチＢＳＷ１～ＢＳＷｎのいずれかをオンし、このときの当該バランシングスイッチ
の両端電圧、すなわち当該バランシングスイッチが接続されている一対の調整線間の電圧
を、断線診断用電圧として測定する。この断線診断用電圧に基づいて、当該バランシング
スイッチに対応するセルの両端に接続されている電圧検出線の断線診断を行う。
【００２８】
　セルＢＣ１～ＢＣｎのいずれかを放電するために、電池監視装置１において対応するバ
ランシングスイッチをオンすると、当該セルの両端に接続されている電圧検出線が正常で
あれば、当該セルの両端間が電圧検出線および調整線を介して導通され、バランシング電
流が流れる。このときのバランシングスイッチの両端電圧、すなわち調整線間の電圧をＶ
とすると、Ｖの値は以下の式（１）により表される。式（１）において、Ｉはバランシン
グ電流を表し、Ｒはバランシングスイッチのオン抵抗値を表している。
　Ｖ＝Ｉ×Ｒ　　・・・（１）
【００２９】
　しかし、電圧検出線が断線している場合は、セルＢＣ１～ＢＣｎのいずれかを放電する
ために対応するバランシングスイッチをオンしても、当該セルの両端間が導通されないた
め、バランシング電流が流れない。このときのバランシングスイッチの両端電圧、すなわ
ち調整線間の電圧Ｖは、電流が流れていないために略０となる。
【００３０】
　以上説明したように、電圧検出線が正常である場合と断線している場合とで、バランシ
ングスイッチがオンであるときの調整線間の電圧に差異が生じる。したがって、第一の断
線診断方法では、このバランシングスイッチが閉成状態であるときの一対の調整線間の電
圧を断線診断用電圧として測定し、測定した電圧値に基づいて電圧検出線の断線診断を行
う。具体的には、たとえば、セルコントローラ１０により測定した断線診断用電圧をマイ
コン２０に送信し、その電圧値が所定の閾値以下であるか否かをマイコン２０において判
断することで、電圧検出線が断線しているか否かを判定することができる。この判定に用
いられる閾値は、式（１）で表される正常時の電圧Ｖよりも小さな値で設定することが好
ましい。
【００３１】
　なお、本実施形態では、ＡＤ変換器１５として、所定の電圧幅（たとえば５Ｖ）のＡＤ
変換範囲を有しており、その中心電圧を複数の電圧の中から選択することで、ＡＤ変換範
囲を切り替え可能なＡＤ変換器を使用することができる。この場合、上記のように調整線
間の電圧を断線診断用電圧として測定する際には、測定精度を確保するために、ＡＤ変換
器１５のＡＤ変換範囲をセル電圧の測定時から切り替えることが好ましい。この点につい
て、図２に示すＡＤ変換器１５の入力レンジと電圧検出誤差の関係例を参照して、以下に
説明する。
【００３２】



(7) JP 6192588 B2 2017.9.6

10

20

30

40

50

　図２（ａ）は、ＡＤ変換器１５のＡＤ変換範囲が０Ｖ～５Ｖの場合の入力レンジと電圧
検出誤差の関係の一例を示している。図２（ａ）に示すように、ＡＤ変換範囲が０Ｖ～５
Ｖの場合は、その中心電圧の２．５Ｖ付近で電圧検出誤差が最小となり、０Ｖや５Ｖに近
づくほど電圧検出誤差が大きくなる。したがって、一対の電圧測定線間の電圧をセル電圧
として測定する際には、差動増幅器１４による電圧変換後のセル電圧が図２（ａ）に示す
電圧範囲内となるように、ＡＤ変換器１５のＡＤ変換範囲を０Ｖ～５Ｖに設定することが
好ましい。
【００３３】
　図２（ｂ）は、ＡＤ変換器１５のＡＤ変換範囲が－２．５Ｖ～２．５Ｖの場合の入力レ
ンジと電圧検出誤差の関係の一例を示している。図２（ｂ）に示すように、ＡＤ変換範囲
が－２．５Ｖ～２．５Ｖの場合は、その中心電圧の０Ｖ付近で電圧検出誤差が最小となり
、－２．５Ｖや２．５Ｖに近づくほど電圧検出誤差が大きくなる。したがって、一対の調
整線間の電圧を断線診断用電圧として測定する際には、差動増幅器１４による電圧変換後
の断線診断用電圧が図２（ｂ）に示す電圧範囲内となるように、ＡＤ変換器１５のＡＤ変
換範囲を－２．５Ｖ～２．５Ｖに設定することが好ましい。
【００３４】
　以上説明したように、一対の電圧測定線間の電圧をセル電圧として測定する場合と、一
対の調整線間の電圧を断線診断用電圧として測定する場合とで、それぞれの電圧範囲に応
じてＡＤ変換器１５のＡＤ変換範囲を変化させることが好ましい。これにより、断線診断
用電圧の測定結果に基づいて、電圧検出線の正常時と断線時の違いを確実に検知すること
ができる。その結果、断線診断をより一層正確に行うことができる。
【００３５】
　続いて第二の断線診断方法について説明する。第二の断線診断方法では、バランシング
スイッチＢＳＷ１～ＢＳＷｎのいずれかを所定の短絡時間だけオンした後にオフし、それ
から所定の待機時間を経過したときの当該バランシングスイッチの両端電圧、すなわち当
該バランシングスイッチが接続されている一対の調整線間の電圧を、断線診断用電圧とし
て測定する。この断線診断用電圧に基づいて、当該バランシングスイッチに対応するセル
の両端に接続されている電圧検出線の断線診断を行う。
【００３６】
　前述の第一の断線診断方法では、式（１）に示したバランシングスイッチのオン抵抗値
Ｒが小さいと、得られる電圧Ｖの値が０に近くなるため、電圧検出線が断線しているか否
かを正確に診断するのが困難となる。これは、バランシングスイッチのオン抵抗値Ｒを大
きくしたり、セルコントローラ１０内にバランシングスイッチと直列に抵抗を配置したり
することで解消できるが、これらの措置はセルコントローラ１０の発熱を引き起こし、セ
ルコントローラ１０の誤作動や故障につながるおそれがある。また、セルコントローラ１
０の放熱を効率的に行うための放熱機構が必要となり、電池監視装置１の構造を複雑化し
てしまうという弊害もある。
【００３７】
　そこで、第二の断線診断方法では、バランシングスイッチの開閉に伴って変化する一対
の調整線間の電圧を測定する。これにより、バランシングスイッチのオン抵抗値Ｒが小さ
い場合であっても、電圧検出線が断線しているか否かを正確に診断できるようにする。
【００３８】
　たとえば、セルＢＣ１～ＢＣｎのいずれかを放電するために、電池監視装置１において
対応するバランシングスイッチをオフからオンに切り替えたとする。このとき、当該セル
の両端に電圧検出線を介して接続されている一対の調整線間の電圧は、当該セルのセル電
圧から前述の式（１）で求められる電圧Ｖへと変化する。その後、バランシングスイッチ
を再びオフにすると、電圧検出線が正常であれば速やかに元のセル電圧へと戻るが、電圧
検出線が断線している場合は、周辺回路に応じて決定される時定数に応じて比較的ゆっく
りと変化する。
【００３９】
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　上記のように、電圧検出線が正常である場合と断線している場合とで、バランシングス
イッチをオンした後にオフしたときの調整線間の電圧変化速度に差異が生じる。したがっ
て、第二の断線診断方法では、バランシングスイッチを閉じて開いてから所定の待機時間
経過後の一対の調整線間の電圧を断線診断用電圧として測定し、測定した電圧値に基づい
て電圧検出線の断線診断を行う。具体的には、たとえば、セルコントローラ１０により測
定した断線診断用電圧をマイコン２０に送信し、その電圧値とセル電圧との差が所定の閾
値以下であるか否かをマイコン２０において判断することで、電圧検出線が断線している
か否かを判定することができる。
【００４０】
　なお、第二の断線診断方法においても、第一の断線診断方法で説明したように、一対の
電圧測定線間の電圧をセル電圧として測定する場合と、一対の調整線間の電圧を断線診断
用電圧として測定する場合とで、それぞれの電圧範囲に応じてＡＤ変換器１５のＡＤ変換
範囲を変化させてもよい。このとき、第一の断線診断方法におけるＡＤ変換範囲と、第二
の断線診断方法におけるＡＤ変換範囲とを、それぞれ別のものとしてもよい。
【００４１】
　次に、第一の断線診断方法および第二の断線診断方法の詳細について、図３および図４
を参照して以下に説明する。図３は、電圧検出線が正常である場合の各調整線の電位変動
の様子を示す図であり、図４は、電圧検出線が断線した場合の各調整線の電位変動の様子
を示す図である。なお、図３、４では、複数のセルコントローラ１０が直列に接続されて
おり、そのうち互いに隣接する２つのセルコントローラ１０の境界部分での挙動を例示し
ている。
【００４２】
　図３（ｂ）、図４（ｂ）に示すように、一方のセルコントローラ１０は、上位側（高電
位側）にあるセルＢＣ１、ＢＣ２に接続されている。この上位側のセルコントローラ１０
において、セルＢＣ１に対応する一対の調整線ＳＷ０、ＳＷ１間の電圧をＶ１とする。ま
た、もう一方のセルコントローラ１０は、下位側（低電位側）にあるセルＢＣ１１、ＢＣ
１２に接続されている。この下位側のセルコントローラ１０において、セルＢＣ１２に対
応する一対の調整線ＳＷ１１、ＳＷ１２間の電圧をＶ１２とする。
【００４３】
　電圧検出線が正常である場合は、図３（ａ）に示すように、時刻ｔ１＿ｏｎにおいてセ
ルＢＣ１に対応するバランシングスイッチＢＳＷ１をオンにすると、調整線ＳＷ０の電位
が上昇すると共に、調整線ＳＷ１の電位が低下する。そして、調整線ＳＷ０、ＳＷ１間の
時定数に応じて定まる所定の変動時間を経過すると、これらの電位が一定となる。このと
きの調整線ＳＷ０、ＳＷ１間の電圧Ｖ１（ｏｎ）は、バランシングスイッチＢＳＷ１のオ
ン抵抗値に応じて、前述の式（１）により決定される。
【００４４】
　同様に、時刻ｔ２＿ｏｎにおいてセルＢＣ１２に対応するバランシングスイッチＢＳＷ
１２をオンにすると、調整線ＳＷ１１の電位が上昇すると共に、調整線ＳＷ１２の電位が
低下する。そして、調整線ＳＷ１１、ＳＷ１２間の時定数に応じて定まる所定の変動時間
を経過すると、これらの電位が一定となる。このときの調整線ＳＷ１１、ＳＷ１２間の電
圧Ｖ１２（ｏｎ）は、バランシングスイッチＢＳＷ１２のオン抵抗値に応じて、前述の式
（１）により決定される。
【００４５】
　一方、図４（ｂ）に示すように、調整線ＳＷ０およびＳＷ１２と接続されている電圧検
出線Ｌ０が断線していたとする。この場合は、図４（ａ）に示すように、時刻ｔ１＿ｏｎ
においてセルＢＣ１に対応するバランシングスイッチＢＳＷ１をオンにすると、調整線Ｓ
Ｗ０の電位は上昇するが、調整線ＳＷ１の電位は変化しない。そして、所定の変動時間を
経過すると、これらの電位が略一致する。このときの調整線ＳＷ０、ＳＷ１間の電圧Ｖ１
（ｏｎ）は、電圧検出線Ｌ０の断線によりバランシング電流が流れないことから、前述の
ように略０となる。
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【００４６】
　同様に、時刻ｔ２＿ｏｎにおいてセルＢＣ１２に対応するバランシングスイッチＢＳＷ
１２をオンにすると、調整線ＳＷ１２の電位は低下するが、調整線ＳＷ１１の電位は変化
しない。そして、所定の変動時間を経過すると、これらの電位が略一致する。このときの
調整線ＳＷ１１、ＳＷ１２間の電圧Ｖ１２（ｏｎ）は、電圧検出線Ｌ０の断線によりバラ
ンシング電流が流れないことから、前述のように略０となる。
【００４７】
　第一の断線診断方法では、以上説明したような正常時と断線時での電圧Ｖ１（ｏｎ）、
Ｖ１２（ｏｎ）の違いを利用して、電圧検出線Ｌ０の断線診断を行う。すなわち、セルＢ
Ｃ１、ＢＣ１２に対応するバランシングスイッチＢＳＷ１、ＢＳＷ１２をそれぞれオンし
たときの電圧Ｖ１（ｏｎ）、Ｖ１２（ｏｎ）を断線診断用電圧としてそれぞれ測定し、こ
れらの測定値が略０であるか否かをそれぞれ判定することで、セルＢＣ１およびＢＣ１２
に接続されている電圧検出線Ｌ０の断線診断を行うことができる。
【００４８】
　また、電圧検出線Ｌ０が正常である場合は、図３（ａ）に示すように、バランシングス
イッチＢＳＷ１をオンにした後、時刻ｔ１＿ｏｆｆにおいてバランシングスイッチＢＳＷ
１をオフにすると、調整線ＳＷ０の電位が低下すると共に、調整線ＳＷ１の電位が上昇す
る。そして、オン時と同様の変動時間を経過すると、これらの電位は、バランシングスイ
ッチＢＳＷ１をオンする前の状態へとそれぞれ戻る。このときの調整線ＳＷ０、ＳＷ１間
の電圧は、セルＢＣ１のセル電圧を表している。なお、時刻ｔ１＿ｏｎから時刻ｔ１＿ｏ
ｆｆまでの時間、すなわちバランシングスイッチＢＳＷ１の短絡時間は、上記の変動時間
よりも長く設定することが好ましい。
【００４９】
　ここで、バランシングスイッチＢＳＷ１をオフにしてから所定の待機時間Ｔｗを経過し
たときの時刻ｔ１における調整線ＳＷ０、ＳＷ１間の電圧Ｖ１（ｔ１）を測定すると、こ
の電圧Ｖ１（ｔ１）は、時刻ｔ１＿ｏｎ以前の電圧Ｖ１、すなわちセルＢＣ１のセル電圧
にほぼ等しくなる。なお、待機時間Ｔｗは、上記の変動時間よりも長い値を設定すること
が好ましい。
【００５０】
　同様に、バランシングスイッチＢＳＷ１２をオンにした後、時刻ｔ２＿ｏｆｆにおいて
バランシングスイッチＢＳＷ１２をオフにすると、調整線ＳＷ１１の電位が低下すると共
に、調整線ＳＷ１２の電位が上昇する。そして、オン時と同様の変動時間を経過すると、
これらの電位は、バランシングスイッチＢＳＷ１２をオンする前の状態へとそれぞれ戻る
。このときの調整線ＳＷ１１、ＳＷ１２間の電圧は、セルＢＣ１２のセル電圧を表してい
る。その後、バランシングスイッチＢＳＷ１をオフにしてから所定の待機時間Ｔｗを経過
したときの時刻ｔ２における調整線ＳＷ１１、ＳＷ１２間の電圧Ｖ１２（ｔ２）を測定す
ると、この電圧Ｖ１２（ｔ２）は、時刻ｔ２＿ｏｎ以前の電圧Ｖ１２、すなわちセルＢＣ
１２のセル電圧にほぼ等しくなる。
【００５１】
　一方、図４（ｂ）に示すように、調整線ＳＷ０およびＳＷ１２と接続されている電圧検
出線Ｌ０が断線している場合は、バランシングスイッチＢＳＷ１をオンにした後、時刻ｔ
１＿ｏｆｆにおいてバランシングスイッチＢＳＷ１をオフにすると、調整線ＳＷ０の電位
はフローティング状態となる。そのため、時刻ｔ１＿ｏｆｆ後の調整線ＳＷ０の電位は、
たとえば図４（ａ）において符号４１、４２または４３のいずれかに示すように、正常時
と比べてゆっくりと低下する。したがって、時刻ｔ１における調整線ＳＷ０、ＳＷ１間の
電圧Ｖ１（ｔ１）は、正常時と比べて低くなる。
【００５２】
　同様に、バランシングスイッチＢＳＷ１２をオンにした後、時刻ｔ２＿ｏｆｆにおいて
バランシングスイッチＢＳＷ１２をオフにすると、調整線ＳＷ１２の電位はフローティン
グ状態となる。そのため、時刻ｔ２＿ｏｆｆ後の調整線ＳＷ１２の電位についても、たと
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えば符号４１、４２または４３のいずれかに示すように、正常時と比べてゆっくりと低下
する。したがって、時刻ｔ２における調整線ＳＷ１１、ＳＷ１２間の電圧Ｖ１２（ｔ２）
は、正常時と比べて低くなる。
【００５３】
　第二の断線診断方法では、以上説明したような正常時と断線時での電圧Ｖ１（ｔ１）、
Ｖ１２（ｔ２）の違いを利用して、電圧検出線Ｌ０の断線診断を行う。すなわち、セルＢ
Ｃ１、ＢＣ１２に対応するバランシングスイッチＢＳＷ１、ＢＳＷ１２をそれぞれ所定の
短絡時間だけオンしてからオフし、その後に所定の経過時間を経過したときの時刻ｔ１、
ｔ２における電圧Ｖ１（ｔ１）、Ｖ１２（ｔ２）を断線診断用電圧としてそれぞれ測定す
る。そして、これらの測定値と、セルＢＣ１、ＢＣ１２の各セル電圧とをそれぞれ比較す
ることで、セルＢＣ１およびＢＣ１２に接続されている電圧検出線Ｌ０の断線診断を行う
ことができる。なお、セルＢＣ１、ＢＣ１２の各セル電圧は、バランシングスイッチＢＳ
Ｗ１、ＢＳＷ１２をそれぞれオンする前の電圧Ｖ１、Ｖ１２の測定値を用いてもよいし、
前述のセル電圧測定機能を用いて測定した値を用いてもよい。
【００５４】
　以上説明したように、第二の断線診断方法では、正常時と異常時で電圧値が大きく変化
する電圧Ｖ１（ｔ１）、Ｖ１２（ｔ２）を用いて、電圧検出線Ｌ０の断線診断を行う。そ
のため、正常時と異常時の差が比較的小さい電圧Ｖ１（ｏｎ）、Ｖ１２（ｏｎ）を用いる
第一の断線診断方法と比べて、診断能力を向上させることができる。
【００５５】
　なお、上記の断線時における調整線の電位低下の早さは、断線部位の周辺回路の状況に
応じて変化する。図４（ｂ）に示すように電圧検出線Ｌ０が断線した場合、この電圧検出
線Ｌ０は、調整線ＳＷ０およびＳＷ１２の他に、上位側のセルコントローラ１０のグラン
ド線ＧＮＤや、下位側のセルコントローラ１０の電源端子に接続された電源ラインとも共
用されている。したがってこの場合、バランシングスイッチＢＳＷ１をオフした後の調整
線ＳＷ０の電位変化の早さや、バランシングスイッチＢＳＷ１２をオフした後の調整線Ｓ
Ｗ１２の電位変化の早さは、主にセルコントローラ１０の消費電流経路における電流やイ
ンピーダンスの大きさ等に応じて決定されることとなる。一方、他の電圧検出線、たとえ
ば調整線ＳＷ１と接続されている電圧検出線Ｌ１が断線した場合は、主にセルコントロー
ラ１０内のリーク電流等に応じて、電圧検出線Ｌ１に接続されている調整線ＳＷ１の電位
変化の早さが決定される。そのため、図４（ｂ）に示す断線部位の場合は、他の断線部位
の場合と比べて、調整線ＳＷ０や調整線ＳＷ１２の電位が比較的早く低下することになり
、正常時と異常時の判別が困難になることがある。
【００５６】
　そこで、第二の断線診断方法では、図４（ｂ）の断線部位に対応する電圧Ｖ１（ｔ１）
および電圧Ｖ１２（ｔ２）の両方を用いて、電圧検出線Ｌ０の断線診断を行ってもよい。
具体的には、以下の式（２）により算出される電圧値Ｖｄ０に基づいて、セルＢＣ１とセ
ルＢＣ１２の間に接続されている電圧検出線Ｌ０が断線しているか否かを判断することが
できる。式（２）の電圧値Ｖｄ０は、電圧Ｖ１（ｔ１）と電圧Ｖ１２（ｔ２）とを合計し
た電圧和Ｖ１（ｔ１）＋Ｖ１２（ｔ２）を求め、セルＢＣ１のセル電圧Ｖ１とセルＢＣ１
２のセル電圧Ｖ１２との合計値であるＶ１＋Ｖ１２から、この電圧和Ｖ１（ｔ１）＋Ｖ１
２（ｔ２）を減算した値を表している。式（２）で求められた電圧値Ｖｄ０が略０であれ
ば、電圧検出線Ｌ０が正常と判断し、そうでない場合は異常、すなわち断線ありと判断す
ることができる。
　Ｖｄ０＝Ｖ１＋Ｖ１２－｛Ｖ１（ｔ１）＋Ｖ１２（ｔ２）｝　　・・・（２）
【００５７】
　第二の断線診断方法では、以上説明したような診断方法により、さらに診断能力を向上
させることができる。
【００５８】
　以上説明した本発明の第１の実施形態によれば、以下の作用効果を奏する。
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【００５９】
（１）電池監視装置１は、セルＢＣ１の正極と負極にそれぞれ接続された一対の電圧検出
線Ｌ１、Ｌ０とそれぞれ接続された一対の電圧測定線ＳＬ１、ＳＬ０と、この電圧測定線
ＳＬ１、ＳＬ０と並列に、一対の電圧検出線Ｌ１、Ｌ０とそれぞれ接続された一対の調整
線ＳＷ１、ＳＷ０と、この一対の調整線ＳＷ１、ＳＷ０の間に接続されたバランシングス
イッチＢＳＷ１とを備える。そして、一対の調整線ＳＷ１、ＳＷ０間の電圧Ｖ１に基づい
て、電圧検出線Ｌ０の断線を診断する。このようにしたので、電圧検出線Ｌ０の断線診断
を行うのに必要なバランシングスイッチＢＳＷ１の短絡時間を短縮し、電力損失を低減す
ることができる。
【００６０】
（２）電池監視装置１は、第一の断線診断方法を用いて、電圧検出線Ｌ０の断線診断を行
うことができる。この第一の断線診断方法では、バランシングスイッチＢＳＷ１が閉成状
態であるときの一対の調整線ＳＷ１、ＳＷ０間の電圧Ｖ１（ｏｎ）に基づいて、電圧検出
線Ｌ０の断線を診断する。このようにしたので、正常時と断線時での電圧Ｖ１（ｏｎ）の
違いが比較的大きい場合は、容易に断線診断を行うことができる。
【００６１】
（３）また、電池監視装置１は、第二の断線診断方法を用いて、電圧検出線Ｌ０の断線診
断を行うこともできる。この第二の断線診断方法では、バランシングスイッチＢＳＷ１を
閉じて開いてから所定の待機時間Ｔｗを経過したときの一対の調整線ＳＷ１、ＳＷ０間の
電圧Ｖ１（ｔ１）に基づいて、電圧検出線Ｌ０の断線を診断する。このようにしたので、
正常時と断線時での電圧Ｖ１（ｏｎ）の違いが比較的小さいときでも、確実に断線診断を
行うことができる。
【００６２】
（４）電池監視装置１は、電圧測定線ＳＬ１、ＳＬ０に接続された電圧測定用ノイズフィ
ルタ回路４０を備える。そのため、セルＢＣ１のセル電圧の測定値からノイズを除去して
、セル電圧を正確に測定することができる。
【００６３】
（５）電池監視装置１は、複数対の調整線および複数対のバランシングスイッチを備える
。複数対の調整線は、直列に接続された２つのセルＢＣ１、ＢＣ１２のうち上位のセルＢ
Ｃ１の正極に接続された電圧検出線Ｌ１と接続された調整線ＳＷ１と、下位のセルＢＣ１
２の正極および上位のセルＢＣ１の負極に接続された電圧検出線Ｌ０とそれぞれ接続され
た調整線ＳＷ０およびＳＷ１２と、下位のセルＢＣ１２の負極に接続された電圧検出線Ｌ
１１と接続された調整線ＳＷ１１とを含む。また、複数のバランシングスイッチは、調整
線ＳＷ１と調整線ＳＷ０の間に接続されたバランシングスイッチＢＳＷ１と、調整線ＳＷ
１２と調整線ＳＷ１１の間に接続されたバランシングスイッチＢＳＷ１２とを含む。この
電池監視装置１は、第二の断線診断方法において、バランシングスイッチＢＳＷ１を閉じ
て開いてから待機時間Ｔｗを経過したときの調整線ＳＷ１と調整線ＳＷ０間の電圧Ｖ１（
ｔ１）と、バランシングスイッチＢＳＷ１２を閉じて開いてから待機時間Ｔｗを経過した
ときの調整線ＳＷ１２と調整線ＳＷ１１間の電圧Ｖ１２（ｔ２）とを合計した電圧和Ｖ１
（ｔ１）＋Ｖ１２（ｔ２）を求め、上位のセルＢＣ１のセル電圧Ｖ１と下位のセルＢＣ１
２のセル電圧Ｖ１２との合計値Ｖ１＋Ｖ１２からこの電圧和Ｖ１（ｔ１）＋Ｖ１２（ｔ２
）を減算した値Ｖｄ０に基づいて、電圧検出線Ｌ０の断線を診断することができる。この
ようにしたので、断線診断をより一層正確に行うことができる。
【００６４】
（６）電池監視装置１は、一対の電圧測定線間の電圧または一対の調整線間の電圧を所定
のＡＤ変換範囲内でアナログ値からデジタル値に変換するＡＤ変換器１５を備える。この
ＡＤ変換器１５は、一対の電圧測定線間の電圧を変換する場合と、一対の調整線間の電圧
を変換する場合とで、ＡＤ変換範囲を変化させるようにしてもよい。このようにすれば、
断線診断をより一層正確に行うことができる。
【００６５】
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　次に本発明の第２の実施形態について説明する。図５は、本発明の第２の実施形態に係
る電池監視装置の構成を示す図である。図５に示す電池監視装置１ａは、図１に示した第
１の実施形態に係る電池監視装置１と比べて、バランシング抵抗回路３０に替えてバラン
シング用ノイズフィルタ回路３０ａを備える点が異なっている。
【００６６】
　バランシング用ノイズフィルタ回路３０ａは、図１のバランシング抵抗回路３０と同様
に、調整線ＳＷ０～ＳＷｎにそれぞれ接続されたバランシング抵抗ＲＢを有している。さ
らに、バランシング抵抗ＲＢに加えて、調整線ＳＷ０～ＳＷｎのうち互いに隣接するもの
同士の間にそれぞれ接続されたコンデンサＣＢを有している。このバランシング抵抗ＲＢ
およびコンデンサＣＢにより、各調整線間の電圧を断線診断用電圧として測定する際に、
ノイズ成分を除去して測定を行うことができる。
【００６７】
　ここで、電圧測定用ノイズフィルタ回路４０の時定数は、ノイズを効果的に除去してセ
ル電圧を精密に測定できるように、比較的大きく設定する必要がある。一方、断線診断用
電圧の測定には、セル電圧の測定ほどの精密さは不要であるため、バランシング用ノイズ
フィルタ回路３０ａの時定数は、電圧測定用ノイズフィルタ回路４０に比べて非常に小さ
くすることが可能である。また、断線診断時にバランシングスイッチをオンする時間を短
縮して電力損失を低減するためにも、バランシング用ノイズフィルタ回路３０ａの時定数
はなるべく小さいほうが好ましい。そのため、第２の実施形態では、電圧測定用ノイズフ
ィルタ回路４０の時定数がバランシング用ノイズフィルタ回路３０ａの時定数よりも大き
くなるように、バランシング用ノイズフィルタ回路３０ａの時定数を設定することが好ま
しい。このようにすれば、セル電圧の測定と断線診断用電圧の測定とを、それぞれ効果的
に行うことができる。
【００６８】
　なお、以上では種々の実施の形態および変形例を説明したが、本発明はこれらの内容に
限定されるものではない。本発明の技術的思想の範囲内で考えられるその他の態様も本発
明の範囲内に含まれる。
【符号の説明】
【００６９】
１、１ａ：電池監視装置、２：組電池、１０：セルコントローラ、１１：第一選択回路、
１２：第二選択回路、１３：第三選択回路、１４：差動増幅器、１５：ＡＤ変換器、１６
：送受信回路、２０：マイコン、３０：バランシング抵抗回路、３０ａ：バランシング用
ノイズフィルタ回路、４０：電圧測定用ノイズフィルタ回路
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